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はじめに 
 

 

近年、少子化にともない、子育て支援や高齢者の介護、防災・防犯対策、さら

には環境保全など、地域社会が直面する課題はますます多様化・深刻化していま

す。これらの課題を解決していくためには、NPOやボランティア活動などの、自

主的・自発的な市民公益活動の一層の活性化が求められています。 

あすみんは、信頼されるパートナーとして、みなさまの活動をしっかりとサポ

ートいたします。 

 

本冊子「利用の手引き」は、あすみんをご利用いただく皆さまが、より円滑に

施設を活用していただけるよう、内容を随時見直しながら作成しております。ご

利用にあたっては、団体内でご共有の上、ご活用ください。 

また、本手引きには、あすみんの具体的な活用方法についても記載しておりま

すので、活動の参考としてご活用いただければ幸いです。 
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福岡市 NPO・ボランティア交流センターとは？ 

 「明日（あす）の市民（しみん）」の思いを込めた公設民営のサポートセンター 

です。福岡市 NPO・ボランティア交流センター（愛称：あすみん）は、NPO やボランテ

ィア団体による市民公益活動の場を提供することにより、市民の自主的かつ自発的な活

動の促進を図ることを目的とした施設です。 

 また、市民主体のまちづくり実現のため、NPOやボランティア活動をはじめとする 

さまざまな市民公益活動の情報および交流の拠点として、環境・福祉・まちづくり・国

際協力などさまざまな分野で社会貢献を行う NPOやボランティア、企業、教育機関、行

政などあらゆる人たちが利用する施設となります。 

 主な利用者は、福岡市に拠点を置く NPOやボランティアなどの市民団体です。利用者

が必要とする場所の提供や、コピー機などの機器の貸出といったハード面をはじめ、NPO

法人の設立や各種専門的な相談の対応など、多角的な事業を展開しています。 

 

 

 開館時間  

 平日・土曜 １０：００〜２２：００ 

 日曜・祝日 １０：００〜１８：００ 

 休館日 毎月第４水曜日・年末年始（１２月２９日〜１月３日） 

 

 

 フロア図  
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あすみんを利用するには？ 

 あすみんを利用するには、「利用登録」が必要です。（施設の一部は、登録しなくて

も利用できます）利用登録については、11 ページをご覧ください。 

 

※ 登録できるのは団体のみです。個人での利用登録はできません。 

※ 個人でミーティングコーナー、ワーキングコーナーを利用される場合には、

その都度、利用申請が必要となります。 

 

市民公益活動とは？ 

 「市民公益活動」とは、市民が自らの責任に基づき、自主的・自発的に行う営利を目

的としない活動であって、公益の増進に寄与するものをいいます。具体的には、自治組

織や NPO・ボランティアによる、防犯・防災活動、交通安全活動、子どもや青少年の育

成活動、高齢者などへの福祉活動、リサイクル活動、緑化活動、清掃活動など、地域に

おける様々な活動があります。それらとは異なり、営利を目的とする活動や、同窓会・

同好会など会員相互の親睦を目的とする活動は含まれません。 

 また、宗教活動や政治活動、選挙運動的な活動については、「市民公益活動」として

市が支援を行うことは適当でないことから、除かれます。 

 

■市民公益活動のポイント  

自発性 

自分自身の意思によって行う活動です。強制や義務ではありませ

ん。ちょっとしたことでも「やってみよう」という気持ちが大切

です。  

無償性 

個人的な利益や報酬を目的とした活動ではありません。 

（ただし、交通費や食費、材料費などの実費弁償については無償

の範囲と考えられています） 

社会性 
住みやすい、よりよい社会につながる活動です。 

社会的な責任を自覚して取り組むことが大切です。  

創造性 

目の前の課題に対して、どうすればよいのか。これまでのやり方

や考え方にとらわれることなく、今、もっとも必要とされている

やり方を考えることが大切です。  



3 

営利を目的としない活動（非営利）とは？ 

「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではありません。たとえ利益が

生じたとしても、それを団体の活動目的を達成するための費用として活用することを指

します。つまり、団体が行った事業や活動に対して対価を得て利益が生じた場合でも、

その利益を次の活動に活かすのであれば、それは「非営利」といえるのです。 

 

市民公益活動団体の役割 

 市民公益活動団体は、地域が抱えるさまざまな課題に対して、自主的かつ自発的に取

り組んでいます。しかし、こうした課題を一つの団体だけで解決することは容易ではあ

りません。そのため、複数の団体が連携・協力し合い、さらには多くの市民の参加を得

ながら活動を進めていくことが、ますます重要になっています。 

こうした共働を実現するためには、各団体が自らの活動について広く市民に理解と協

力を求めるとともに、その活動の公正性と透明性を確保する努力が求められます。 

 

市民公益活動団体の役割として期待されるところ 

 

(1) 社会的な責任を自覚し、主体的に活動を行う 

(2) その活動について、市民の理解及び協力が広く得られるようにするとともに、

公正性・透明性の確保に努める 

(3) 団体相互の多様な連携を図ることなどにより、共働を積極的に図る 

(4) 特性に応じた役割を果たすよう努める 

 

 自治組織  

 …住民自らの発意による多様な活動及びより多くの住民の参加による活動を 

  継続的に促進し、自律的経営を目指すこと 

 

 ＮＰＯ及びボランティア団体  

 …社会的な課題の解決を目的とする活動において、それぞれが有する専門性、 

  迅速性及び柔軟性を活かすこと 
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あすみんでできる５つの交流 
 

 

１． 活動 

２． 相談 

３． 参加 

４． 情報発信 

５． 情報収集 
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１．活動 

 会議や打ち合わせ、事業運営等、市民公益活動のためのスペースとして、館内の設備

を利用し作業を行うことができます。互いに譲り合いながらご利用ください。 

 

■打ち合わせや作業に使う 

 ミーティングコーナーは、打ち合わせや作業等に利用できます。 

 ミーティングコーナーは、予約不要で利用できます。また、活動に必要なチラシ・

ポスター印刷等に利用できるワーキングコーナーもあります。 

 

ミーティングコーナーの利用については、15ページをご覧ください。 

ワーキングコーナーの利用については、16ページをご覧ください。 

 ※ 個人利用の場合は、利用の都度、申請が必要です。 

 

■イベントや会議等を開催する 

 市民公益活動を目的とした事業者に限り、貸室を利用することができます。 

 セミナールームは、可動間仕切りにより、２分割または３分割で利用できます。 

貸室 定員 用途例 

会議室 10 名 
ミーティング 

個別相談     など 

セミナールーム（1室利用） 24 名 講座 

研修会 

ワークショップ  など 

セミナールーム（2室利用） 48 名 

セミナールーム（全室利用） 81 名 

備品の貸出も行っています。主な備品は次のとおりです。 

貸室については、別冊：「セミナールーム・会議室の使用について」をご覧 

ください。  

プロジェクター、スクリーン、マイク・スピーカー、ピンマイク、マルチメディアスピー

カー、CD プレーヤー、 モニター・DVD プレーヤー、体温計、延長コード、ハンドル付

き三脚、ビデオカメラ（メモリーカードは各自持参）、USB デジタルマイク、ウェブカ

メラ、有線 LAN アダプター、HDMI ケーブル、LAN ケーブル、マグネット、レーザー

ポインター、マイクスタンド、立て看板（A3 サイズ）、PA（音響）セット 
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２．相談 

 あすみんでは、NPOやボランティア活動に関する相談を受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�市民活動相談（要予約） 

 各分野の専門的知識を有するスタッフによる面談を実施しています。 

―相談分野例― 

・助成金 ・情報発信 ・人材育成 ・法人設立 

 

�NPO会計・税務個別相談、労務管理個別相談（要予約） 

 利用者からの要望が多い会計や労務に関する相談について、税理士・社会保

険労務士による個別相談を実施しています。課題解決に向けてアドバイスをし

ます。 

あすみんに来館・電話・電子メール 

相談内容を詳しくうかがって、アドバイスや情報を提供します。 

 

必要に応じてフォローアップ！ 

例）地域活動をしてみたい、ボランティアをしてみたい、団体の 

運営に対して不安がある、事業の企画がうまくいかない、など 

◆NPO会計・税務個別相談 

◆労務管理個別相談 

（要予約） 

◆一般相談 
◆市民活動相談 

（要予約） 
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３．参加 

 あすみんでは、利用登録団体による各種講座やイベントが行われています。また、

主催イベントも開催していますので、ぜひご参加ください。 

 

■ボランティア講座 

 ボランティア活動に興味がある市民、ボランティアの受入れを考えている団体を対象

とした、ボランティアの基礎知識や社会的意義、心構えについて学ぶ講座です。 

 

■NPO 入門講座 

 NPO の設立を考えている団体や市民、そして NPO設立後、改めて基礎から学びたいと

考えている団体を対象とした、NPOとして組織を運営する意味や、活動の魅力、課題な

どについて学ぶ講座です。 

 

■NPO 基盤強化講座 

 新規事業確立や規模拡大を考えているNPO・ボランティア団体を対象とした講座です。 

団体のリーダーやスタッフのスキル、組織強化を図る講座です。 

 

■各種交流会 

 互いの理解や情報交換、連携強化による交流の促進などを目的とした各種交流会を

実施しています。対象は NPO・ボランティア団体や、行政、企業などさまざまで、 

交流会から新たな出会いが生まれています。 

 

■市民活動・ボランティアフォーラム 

（グッドアクティビティフェスティバル） 

「見る」「知る」「話す」「体験する」「つながる」などの市民公益活動への関心や

意識を深め、参加する意義を感じていただくために開催しています。団体の活動を広

くアピールできる場として、毎回多くの団体が参加しています。 

 

※  各種イベントの詳細は、あすみん内の掲示、ホームページをご覧いただくか、

またはスタッフまでおたずねください。  
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４．情報発信 

あすみんではさまざまな方法により、活動情報を発信することができます。イベント

情報、団体情報、ボランティア募集情報等の発信にご活用ください。 

 

■情報コーナーを利用する 

 イベントの告知やボランティア募集などのチラシやパンフレットを掲示・配架する

ことができます。 

 

情報コーナーについては、16 ページをご覧ください。 

 

■ホームページで発信する 

 登録団体の基本情報は、団体ごとの専用ページを作成

して掲載しています。その他、イベント開催やボランテ

ィア募集などの情報を、あすみんホームページに掲載で

きます。 

 

■メールマガジンで発信する 

 イベントや、ボランティア募集情報などを、あすみん

のメールマガジンから発信できます。メールマガジンへ

の掲載依頼については、受付窓口までお問い合わせくだ

さい。 

 

■あすみんミュージアム 

 センター内で、団体の活動発表（展示）をすることができます。活動の様子を伝える

写真や、活動を通して制作された作品を館内の壁面や展示台に展示して、広く市民の皆

さんへ活動の PRをする機会としてご活用ください。  
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５．情報収集 

 あすみんには多様な情報が集約されており、それらを整理、公開しています。情報収

集にご活用ください。 

 

■ホームページを利用する 

 ホームページで各種イベント情報、助成金情報などをはじめ、さまざまな情報を発信

しています。団体情報なども公開していますので、ご覧ください。 

 

■メールマガジンを読む 

 あすみんなどで開催されるイベント、ボランティア募集情報、助成金情報などの最新

情報をお届けするメールマガジンを月２回発行しています。 

※ メールマガジンの購読は、ホームページより申し込みが必要です。 

 

■情報コーナーを利用する 

 情報コーナーにあるチラシラックや掲示コーナーには、団体や近隣施設のイベント情

報や、ボランティア情報・助成金情報などが多く集まっています。また、チラシやポス

ターの他にも、登録団体情報ファイル（※１、２）や、市内の公民館だよりなどもあります。 

 

※１ あすみん利用登録団体は、団体ごとに活動報告書やチラシなどの資料を集めたファイル

を作成します。ファイルの管理は、あすみんが行います。 

※２ あすみん内のみ閲覧可能です。貸出しはおこなっていませんので外部への持ち出しは 

   できません。閲覧後、ファイルは元の場所に戻してください。 

 

■SNS を見る 

 あすみんの最新情報や主催で開催するイベント、講座の情報、募集等の案内がご覧い

ただけます。（Facebook、X、Instagram） 
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あすみんの利用について 

 

1. あすみんの利用登録について 

2. 福岡市公共施設案内・予約システムについて 

3. 利用できる設備・備品 

4. 利用にあたっての注意事項 

 

 

 

【貸室のご利用にあたってのお願い】 

あすみんの貸室は、登録団体の皆さまがご自身の公益活動のためにご利用いただく

ことを目的として、無料で提供しております。 

 

そのため、ご予約いただいた貸室を他団体や第三者へ又貸し（転貸）することは、

固く禁止しております。たとえ無償であっても、貸室の使用権を譲渡・転貸する行為

は条例違反となります。そのような利用があった場合には、利用許可を取り消すこと

となりますのでご注意ください。 

すべての団体が公平かつ円滑に施設をご利用できるようにするため、ご理解とご協力

をお願いします。 

 

セミナールーム・会議室の使用については、 

別冊「セミナールーム・会議室の使用について」をご覧ください。  
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１．あすみんの利用登録について 

 あすみんの設備、備品を利用するためには利用登録が必要です。利用登録完了後に施

設利用許可カードを発行いたします。利用の際に必ずご持参ください。 

 

■対象 

 ＮＰＯ・ボランティア団体をはじめとする市民公益活動を行う団体 

 

登録要件 

 

1. 市民公益活動を継続的に行う団体であること。 

2. 営利活動、宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とするものでないこと。 

3. 主に福岡市内で活動しているまたは福岡市の公益のために活動をしていること。 

4. 構成する人数が２名以上の団体であること。 

5. 団体の運営に関する規則（定款、規則、会則等）を備えていること。 

6. 構成員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない団体であること。 

7. NPO法人の場合、事業報告書等を毎事業年度、所轄庁に提出していること。 

8. 暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体ではないこと。 

9. 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する団体ではないこと。 

 

 

■登録方法  

・ あすみんへご来館の上、施設利用許可申請書など必要書類（12ページ参照）を提

出し、利用登録の申請をお願いします。その際、活動内容などについてお伺いし

ます。（※） 

・ 登録完了までに 2週間程お時間をいただきます。  

・ 登録完了後、施設利用許可カードとあすみんの利用にあたり必要な書類を郵送い

たします。  

 

※ 登録申請の受付は来館のみです。  

※ 登録の有効期限は、施設利用許可カード交付日から翌年度の 8月末までです。 

翌年度の 8月末以降も継続して利用を希望する場合には、更新が必要です。  
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■必要書類  

下記の書類を揃えて、あすみんの受付窓口までお持ちください。なお、申請者は、

原則、団体の代表者となります。 

 

・NPO・ボランティア交流センター施設利用許可申請書 （※） 

・団体の運営に関する規則（定款、規約、会則など）  

・活動計画書  ※法人格を持つ NPO 法人は提出を省略することができます。 

・これまでの活動実績がわかる資料 

 例）会報誌、情報誌、活動報告書、イベントのチラシ、 

   新聞などの掲載記事、ホームページを印刷したものなど。 

 ※直近１年程度の活動実績がわかるものをご準備ください。 

 ※既存の資料がない場合は、「活動報告書」を作成し、提出してください。 

・役員名簿 （※） 

・自己チェックシート （※） 

・申請者本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）※申請者は団体の代表者 

 

※ 指定の様式があります。あすみんのホームページをご覧いただくか、受付窓口まで

お問い合わせください。ただし、役員名簿は団体に既存のものでも代用が可能です。 

 

◯ 以下に該当する方は、次の書類が必要です。 

  代理人が手続きを行う場合  

① 委任状 

② 代理人の本人確認書類（運転免許証、健康保険証など） 

  申請者（団体の代表者）が 18歳未満の場合  

① 親権者の同意書 

 

■施設利用許可カードについて 

 あすみんを利用する場合には、施設利用許可カードの提示が必要となります。登録完

了後、関連書類とともに、1団体につき 2枚の施設利用許可カードをお渡しいたします。

別途、枚数が必要になる場合には、1団体 3枚まで追加で発行することもできます（原

則代表者のみ発行可能）。なお、追加発行や再発行の際は、実費負担（１枚：１００円）

となります。 
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２．福岡市公共施設案内・予約システムについて 

  福岡市公共施設案内・予約システム(通称：コミネット)は、福岡市内にあるホールや

会議室といった文化施設などの利用申込をインターネットで受け付けるシステムです。  

 

■利用登録について ※あすみんの団体登録とは別の手続きです。 

 コミネットを利用するには、コミネット利用者登録が必要です。利用者登録をされた

団体には、団体名と利用者 IDを記入した利用者登録通知書を発行します。予約の際は、

利用者 IDとパスワードが必要です。 

 

■登録方法 

・ あすみんへご来館の上、登録申請書など必要書類を提出し、利用登録の申請を 

お願いします。（※） 

・ 登録完了後、福岡市公共施設案内・予約システムサービスセンターより、利用者

登録通知書が郵送されます。 

※ 登録申請の受付は来館またはオンラインで可能です。 様式は、あすみんのホームペ

ージ福岡市公共施設案内・予約システムのホームページからもダウンロードでき

ます。 

 

■必要書類 

（1）福岡市公共施設案内・予約システム利用者登録申請書 

（2）福岡市公共施設案内・予約システム団体登録名簿 

（3）申請者本人確認書類（運転免許証、健康保険証など） 

 ※  申請者は団体の代表者です。 

◯以下に該当する方は、次の書類が必要です。 

 

 代理人が手続きを行う場合  

   ①委任状 

   ②代理人の本人確認書類（運転免許証、健康保険証など） 

 申請者（団体の代表者）が 18 歳未満の場合  

   ①親権者の同意書 
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■施設利用申込 

福岡市公共施設案内・予約システムのホームページに接続し、操作を行います。 

URL … https://www3.11489.jp/fukuoka/user/Home  

 

 

 

  

検索 コミネット 

詳しい利用方法につきましては、下記の URL にてご覧ください。 

【利用登録方法】 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/system/shisei/koukyousisetsu-

yoyaku_riyoutouroku_3.html 

 

 

 

 

【コミネット利用方法】

https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/system/shisei/koukyousisetsu-

yoyaku_manual.html 
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注意事項 

 貴重品、重要郵便物、なまもの、爆破物、発火性のもの、悪臭を放つもの、 

ボックスに収納できないものなどの保管は禁止します。 

 上記禁止事項を守らない場合や、ロッカーを故意に破損した場合は、 

使用をお断りします。 

 ボックスの鍵を開けたままにしないでください。 

 鍵を紛失された場合は、弁償していただきます。 

 

３．利用できる設備・備品 

■連絡ボックス 

 団体メンバー間での書類等の受け渡しや一時保管場所として利用できます。 

 鍵は事務所にて管理をしますので、使用時に受付に施設利用許可カードの提示と

ともに、お申し出ください。ご利用の際は、別途申込みが必要になります。 

サイズ 数 

内寸横 28cm☓奥行 36cm☓高さ 19.5cm 156台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ミーティングコーナー 

少人数での会議や打ち合せのためのコーナーです。空いている場所を自由にお使い

いただけます。利用者の多い時はゆずり合ってご利用ください。 

 

注意事項 

 利用の際には、施設利用許可カードの提示が必要です。 

 イス、机などは元の位置に戻してください。 

 必要に応じて清掃をお願いします。（掃除道具の貸出しもあります） 

 飲料をこぼしたり、ゴミを散らかしたりすることがないように注意して使用して

ください。万一、床を汚したり、器物の破損などがあった場合は速やかに職員へ

ご報告ください。 
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■ワーキングコーナー 

 デジタル孔版印刷機（リソグラフ：３色カラー）やコピー機（モノクロ/フルカラー）、

拡大・長尺プリンターなどの機材を利用できます。その他、紙折機、裁断機、大型ホッ

チキスなどもご利用いただけます。 

 

注意事項 

 利用の際には、施設利用許可カードの提示が必要です。 

 個人利用の場合は、利用の都度、申請が必要となります。 

 館外への貸出はできません。 

 作業に必要な事務用品等はご持参ください。 

【例】はさみ、カッター、セロテープ、のり、定規等 

 

 

 

■情報コーナー 

ポスターやチラシを館内の掲示板に掲示することができます。また、複数枚に及ぶ

チラシなどをパンフレットストックに配架することもできます。 

登録団体は、受付でお申し込みいただき、チラシなどの配架物をお渡しください。

職員が各所に設置します。 

 

 

 

  

注意事項 

 事務局に無断で掲示物を掲示しないようお願いします。 

 イベントの期日を過ぎたもの、受付日から２ヶ月を過ぎたものは、事務局で

撤去します。 

 あすみんでは、団体の掲示物に関するご質問にはお答えできません。直接各

団体にお尋ねください。 
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４．利用にあたっての注意事項 

＜センターをお使いいただく上での共通の注意事項＞ 

 本センターは、市民公益活動の促進を目的とした施設であるため、物品・役務の

販売、提供、説明、展示、勧誘、契約行為、その他これらに類する行為、並びに

教室・スクールの開催及び、それらの勧誘等の事業行為での利用はできません。 

 施設名称を用いた勧誘等の行為は禁止します。 

 センターの機材及び道具をセンター外へ持ち出すことは禁止します。 

 センター内は禁煙です。また、センター内での食事は禁止します。 

 センター内にゴミ箱はありません。必ずゴミは各自で持ち帰ってください。 

 酒気を帯びての入館、館内での飲酒及び、酒類の持ち込みはできません。 

 あすみんの施設、設備、備品などを破損、毀損、滅失または汚損した場合は、現

状に復し、またはこれに係る損害を賠償していただくことがあります。 

 動物（盲導犬・聴導犬を除く。）及び危険物などの持込みはできません。 

 火気の使用、壁面への「張り紙」や「釘打ち」、床面への滑り止め又は滑りを増

す薬剤などの使用は禁止します。 

 センター内での携帯電話の充電はご遠慮ください。通話を行う場合は、情報コー

ナーをご利用ください。 

 携帯電話は、マナーを守り、周囲の迷惑にならないよう使用ください。 

 利用にあたっては、福岡市 NPO・ボランティア交流センター条例及び、同条例施

行規則、その他の関係法令を遵守してください。 

 円滑な利用及び、安全確保のため、職員の指示に従って利用してください。 

 各種施設設備の利用にあたっては、施設利用許可カードの提示が必要です。許可

カードがない場合は、受付にて所定の手続きを行ってください。 

 郵便物の受け取りは行っていません。 

 当センターを事務所の所在地として使用することはできません。 

 ご不明な点などございましたら、職員へお問い合わせください。 
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＜セミナールームの利用についての注意事項＞ 

 利用時間には準備及び後片付けの時間を含みます。時間を厳守の上、ご利用ください。 

 利用後は職員が立会いの上、確認を行います。 

 機材及び設備は、利用者ご自身で接続の上、ご利用ください。 

 利用を中止する場合は、予約システム（コミネット）での申込取消または「施設

利用取止め届」の提出が必要です。速やかに手続きを行ってください。 

 不特定多数の方が出入りしますので、持ち物は各自の責任において管理してください。 

 建物の構造上、太鼓類の使用や動きの激しいダンス等はできません。 

また、音量の制限をお願いする場合があります。 

 ポットやホットプレートなど消費電力が大きい機器は使用できません。 

 申請内容と異なる利用が確認された場合は、直ちに利用許可を取り消すととも

に、以後の利用をお断りします。 

 貸室を他団体や第三者へ又貸し（転貸）することは、条例に基づき禁止していま

す。無償であっても、貸室の使用権の譲渡又は転貸は条例違反となります。この

ような場合は、利用許可を取り消します。 

 利用できる団体は、営利活動、宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的としない

団体に限ります。 

 施設の管理上、必要に応じて職員が室内に立ち入ることがあります。 

  



 

 

福岡市 NPO・ボランティア交流センター 

あすみん 

 

福岡市中央区今泉 1 丁目 19 番 22号 天神クラス 4 階 

TEL:092-724-4801 / FAX:092-724-4901 

MAIL:info@fnvc.jp 
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